
高知県広域観光推進事業費補助金審査要領

（目的）

第１条 この要領は、高知県広域観光推進事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第16

条及び高知県広域観光推進事業費補助金交付要領（以下「交付要領」という。）第８条の規定に基

づき、当該補助事業の審査（以下「審査」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

（審査会）

第２条 交付要領第６条第２号の知事が別に定める審査会は、高知県広域観光推進事業費補助金審査

会（以下「審査会」という。）とする。

２ 審査会は、交付要綱及び交付要領の規定に基づき、当該補助事業の交付申請に関し、交付決定の

可否について、知事に意見を述べることができる。

３ 審査会は、前項のほか交付要綱第11条第２項後段の規定に基づき知事に意見を述べることがで

きる。

（審査の手順）

第３条 審査は、実施計画書及び参考資料に基づき行うものとする。

２ 事業の評価に当たっては、記載内容の確認等のため、あらかじめ、事業説明及び質疑応答を行う

ものとする。

３ 事業の評価は、評価項目ごとに、「○×」方式の２段階評価によるものとする。

４ 評価項目等は、別表第１の高知県広域観光推進事業費補助金評価表（以下「評価表」という。）

に定める。

（審査員）

第４条 審査会の審査員は、別表第２に定める。

（審査員の個別評価）

第５条 審査員は、別表第１の評価表により、採択申請のあった事業ごとに、評価を行うものとする。

なお、評価表に「×」を記入する場合は、原則として、「可否の理由」の欄に意見を付するものと

する。

２ 欠席する審査員は、あらかじめ、評価表を事務局に提出するものとする。なお、提出された評価

表は、総合評価の際の参考資料とする。

（審査会の総合評価）

第６条 総合評価は、別表第３の高知県広域観光推進事業費補助金評価表（集計表）を基に、審査員

の合議により行う。

（審査員による審査結果の通知）

第７条 審査会の委員長は、審査会終了後速やかに、審査の結果を別紙様式により知事に提出するも

のとする。

（雑則）

第８条 この要領に定めるもののほか、審査に必要な事項は、委員長が審査会に諮って定めるものと

する。



附 則

この要領は、平成27年3月27日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年3月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成29年3月17日から施行する。

附 則

この要領は、平成30年3月20日から施行する。

附 則

この要領は、令和２年２月20日から施行する。

附 則

この要領は、令和４年３月23日から施行する。

附 則

この要領は、令和５年３月22日から施行する。



別表第１

令和5年3月24日

審査員：

審査事項 採択基準 評価項目 評価 可否の理由 評価基準

1
実施主体（責任主
体）の明確性

・責任の所在（役職等）が明確になっていること
・組織体制が明確であること（確認書類：組織図）

2
事業の体制（予算、
人員体制等）

・事業に係る予算が確保されていること（確認書類：予算書）
・組織内の役割分担や関係市町村との連携体制が明確になっていること

3
ＰＤＣＡサイクルの構
築

・組織内でＰＤＣＡの確認体制が確立されていること

4
地域主体の取組のた
めの体制
【ステージＡ加算のみ】

・県職員の派遣がないこと（確認書類：事務分担表）
・観光庁の登録ＤＭＯであること（確認書類：観光庁からの登録に関する通知）

目的
目的が明確
であること

1 目的の明確性
・事業を実施する目的が明確であること（広域観光振興計画に明記されているな
ど）

1 目標の明確性 ・中長期の取り組み目標が明確であり、各年度のＫＰＩが設定されていること

2 達成状況の把握 ・目標に対する実績の把握ができており、達成状況に対する分析ができていること

1 課題の把握 ・取り組みについての課題が分析できていること

2 対策の具体性 ・課題解決に向けた具体的な対策が示されていること

事業計画全
体の内容が
適切なもの
であること

1 事業の適正性 ・法律および公序良俗等の見地からの事業の適正性が確保されていること

2 事業内容の具体性 ・事業の内容が具体的であること

3 目標に対する妥当性 ・当年度の目標達成に寄与する取組であること

4
地域の実態とのマッ
チング

・地域の実態に即した事業内容となっていること

5 地域との連携 ・地域内の市町村、観光協会、事業者との連携がとれていること

1 企画・統括機能

・企画・統括機能の強化または発揮のための取組がなされていること
　　・広域観光振興計画や戦略の策定
　　・総合窓口の整備（ワンストップ化）
　　・マーケティング調査、県や市町村等との連携、滞在型観光地域づく
　　　りの推進等

2 情報発信機能

・情報発信機能の強化または発揮のための取組がなされていること
　　・プロモーション活動
　　・広域観光パンフレットの作成、広域のホームページの設置、ＳＮＳによる
　　　情報発信等

3
旅行商品造成・販売
機能

・旅行商品造成・販売機能の強化または発揮のための取組がなされていること
　　・旅行商品の造成・磨き上げ、旅行会社への販売、
　　　（標準書式）旅行商品カルテの作成等

4 観光人材育成機能
・観光人材育成機能の強化または発揮のための取組がなされていること
　　・観光事業者やガイド等の人材育成等

5
広域観光ブランディ
ング機能
【ステージＡのみ】 

・広域観光ブランディング機能の強化または発揮のための取組がなされていること
　　・法人化、旅行業の登録
　　・観光資源や食、土産等のブランド化等

高知県広域観光推進事業費補助金　　評価表

【申請者名：(一社)幡多広域観光協議会　　　　　　　　　　　　　　】

１　事業実施体制等について

２　目的について

３　目標値（ＫＰＩ）の設定について

４　課題と主な対策について

５　事業内容について

６　広域観光組織が担うべき５つの機能について

運営体制

事業実施主
体としての
体制が整っ
ていること

目標設定

目標値（ＫＰ
Ｉ）が設定さ
れており、
それに対す
る実績の分
析ができて
いること

課題と対策
課題と対応
策が明確で
あること

事業内容

事業内容が
明確である
こと

地域性が考
慮されてい
ること

広域観光組織
が担うべき５つ

の機能

５つの機能
の強化また
は発揮のた
めの取組が
なされてい
ること
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審査事項 採択基準 評価項目 評価 可否の理由 評価基準

1 デジタル化

・デジタル化のための取組がなされていること
　・マーケティングのデジタル化、セールスツールのデジタル化等

2 グリーン化

・グリーン化のための取組がなされていること
　・ＳＤＧｓをテーマとした教育旅行の商品造成等

3 グローバル化

・グローバル化のための取組がなされていること
　・インバウンドの誘致を目的とした商品造成、商談会への参加等

 ８　当年度事業に関する意見等

７　ステージＡの加算の取組について

ステージＡの加
算の取組

ステージＡ
の加算の取
組がなされ
ていること

※取組の改善点や期待することなど、広域観光組織への助言内容をご記入ください。
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別表第２

審査員名簿

高知県観光振興部 副部長 小西 繁雄 審査委員長

地域づくりセラピスト 中村 雅子 審査員

高知大学次世代地域創造センター 准教授 岡村 健志 審査員

（株）リクルートじゃらんリサーチセンター 研究員

（一社）気仙沼地域戦略 理事 森 成人
審査員

（一社）そらの郷 事務局次長 出尾 宏二 審査員



別表第３

令和5年3月24日

採択基準 審査事項 評価項目 評価 評価 評価 評価 評価 評価基準

小西審査員 中村審査員 岡村審査員 森審査員 出尾審査員

1
実施主体（責任主体）の明
確性

・責任の所在（役職等）が明確になっていること
・組織体制が明確であること（確認書類：組織図）

2
事業の体制（予算、人員体
制等）

・事業に係る予算が確保されていること（確認書類：予算書）
・組織内の役割分担や関係市町村との連携体制が明確になっていること

3 ＰＤＣＡサイクルの構築 ・組織内でＰＤＣＡの確認体制が確立されていること

4
地域主体の取組のための
体制
【ステージA加算のみ】

・県職員の派遣がないこと（確認書類：事務分担表）
・観光庁の登録ＤＭＯであること（確認書類：観光庁からの登録に関する通
知）

目的
目的が明確で
あること

1 目的の明確性
・事業を実施する目的が明確であること（広域観光振興計画に明記されてい
るなど）

1 目標の明確性 ・中長期の取り組み目標が明確であり、各年度のＫＰＩが設定されていること

2 達成状況の把握
・目標に対する実績の把握ができており、達成状況に対する分析ができてい
ること

1 課題の把握 ・取り組みについての課題が分析できていること

2 対策の具体性 ・課題解決に向けた具体的な対策が示されていること

事業計画全体
の内容が適切
なものであるこ
と

1 事業の適正性 ・法律および公序良俗等の見地からの事業の適正性が確保されていること

2 事業内容の具体性 ・事業の内容が具体的であること

3 目標に対する妥当性 ・当年度の目標達成に寄与する取組であること

4 地域の実態とのマッチング ・地域の実態に即した事業内容となっていること

5 地域との連携 ・地域内の市町村、観光協会、事業者との連携がとれていること

1 企画・統括機能

・企画・統括機能の強化または発揮のための取組がなされていること
　　・広域観光振興計画や戦略の策定
　　・総合窓口の整備（ワンストップ化）
　　・マーケティング調査、県や市町村等との連携、滞在型観光地域づく
　　　りの推進等

2 情報発信機能

・情報発信機能の強化または発揮のための取組がなされていること
　　・プロモーション活動
　　・広域観光パンフレットの作成、広域のホームページの設置、ＳＮＳに
　　　よる情報発信等

3 旅行商品造成・販売機能

・旅行商品造成・販売機能の強化または発揮のための取組がなされているこ
と
　　・旅行商品の造成・磨き上げ、旅行会社への販売、
　　　（標準書式）旅行商品カルテの作成等

4 観光人材育成機能
・観光人材育成機能の強化または発揮のための取組がなされていること
　　・観光事業者やガイド等の人材育成等

5
広域観光ブランディング機
能
【ステージＡのみ】 

・広域観光ブランディング機能の強化または発揮のための取組がなされてい
ること
　　・法人化、旅行業の登録
　　・観光資源や食、土産等のブランド化等

1 デジタル化
・デジタル化のための取組がなされていること
　・マーケティングのデジタル化、セールスツールのデジタル化等

2 グリーン化
・グリーン化のための取組がなされていること
　・ＳＤＧｓをテーマとした教育旅行の商品造成等

3 グローバル化
・グローバル化のための取組がなされていること
　・インバウンドの誘致を目的とした商品造成、商談会への参加　等

　　　　　高知県広域観光推進事業費補助金　評価表（集計表）　　　　

１　事業実施体制等について

２　目的について

３　目標値（ＫＰＩ）の設定について

４　課題と主な対策について

５　事業内容について

６　広域観光組織が担うべき５つの機能について

７　ステージＡの加算の取組について

【申請者名  　　　　　　　　　　　　】

運営体制

事業実施主体
としての体制が
整っていること

目標設定

目標値（KPI）
が設定されて
おり、それに対
する実績の分
析ができている
こと

課題と対策
課題と対応策
が明確である
こと

事業内容

事業内容が明
確であること

地域性が考慮
されていること

広域観光
組織が担う
べき５つの

機能

５つの機能の
強化または発
揮のための取
組がなされて
いること

ステージＡ
の加算の取
組

ステージＡの
加算の取組が
なされているこ
と
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別紙様式

年 月 日

高知県知事 様

高知県広域観光推進事業費補助金審査会委員長

高知県広域観光推進事業費補助金審査会の審査結果について

年 月 日に審査を行いました 件の事業について、別紙のとおり審査結果をとりま

とめましたので、高知県広域観光推進事業費補助金審査要領第７条の規定に基づき提出します。


